
佐護特例休猟区

佐護特例休猟区

７

７

大増特定猟具
使用禁止区域（銃）

千俵蒔山特定猟具
使用禁止区域（銃）

45

44

ラ
イ
フ
ル
銃
使
用
禁
止

対
馬
島
全
域

１

１

ライフル銃
使用禁止区域

ライフル銃
使用禁止区域

２

２

棹崎鳥獣保護区
96

佐護鳥獣保護区 64

舟志ノ内
鳥獣保護区

舟志川
鳥獣保護区

佐須奈
鳥獣保護区

３

50

高瘤山
鳥獣保護区

49

81

御岳鳥獣保護区
８

伊奈鳥獣保護区
２

　　木坂
鳥獣保護区
４

西部中学校
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特別保護地区

特例休猟区
（イノシシ、シカを除く）

特定猟具使用
禁止区域（銃）

ライフル銃
使用禁止区域

コウライキジ
捕獲禁止区域

メスコウライキジ
捕獲禁止区域

自然公園法による
特別保護地区

国有林及び
官 行 造 林

凡　　例

５

※メッシュ番号が
　H26より７ケタに
　変更されています。


